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登録マーク・認定シンボル使用例（名刺） 

 

☆「登録マーク」及び「認定シンボル」は、ASR に登録された認証範囲に限り使用でき、 

それ以外の範囲で使用してはいけません。 

※名刺の場合は、ASR に登録された認証対象範囲の業務に従事する者のみが使用可能です。 

 

《例１》 

ABC 化学株式会社は東京本社と仙台工場の 2 カ所事業所があります。 

●東京本社 ：QMS 取得 

●仙台工場 ：QMS,EMS 取得 

 

【OK】 

 

QMS と EMS を取得している仙台工場の名刺には、 

「ISO9001」「ISO14001」両方が記載された登録マークが使用できます。 

 

【OK】 

 

QMS のみ取得している東京本社の名刺には、 

「ISO9001」のみ記載された登録マークが使用できます。 
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《例２》 

ABC 工業株式会社は東京本社、川崎工場で QMS を取得しており、 

認証範囲外に大宮支店と横浜支社があります。 

 

（例 2-1【OK】） 

 

（例 2-2【OK】） 

 

認証範囲外の事業所が裏面に記載されている場合は、 

名刺表面の登録マーク・認定シンボルのそばに認証範囲の事業所を併記する（例 2-1）か、 

名刺裏面に認証範囲内または認証範囲外の事業所が分かる注釈を記載する（例 2-2）ことで使用できます。 

 

（例 2-3【NG】） 

 

認証範囲外の横浜支社の名刺には、登録マーク及び認定シンボルは使用できません。 

 

東京本社/川崎工場 
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《例３》 

ABC 産業株式会社は大阪本社（中央機能）、横浜営業所（関連サイト）の２か所に事業所を持ち、 

DEF 工業株式会社と GHI 食品株式会社を子会社として持っています。 

DEF 工業は ABC 産業の認証範囲に含まれますが、GHI 食品は含まれません。 

 

（例 3-1【OK】） 

 

 

（例 3-2【OK】） 

 

範囲内の要員の名刺裏面に、認証範囲外の部署やグループ企業が記載されている場合は、 

名刺表面の登録マーク・認定シンボルのそばに認証範囲を併記する（例 3-1）か、 

名刺裏面に認証範囲内または認証範囲外の事業所が分かる注釈を記載する（例 3-2）ことで使用できます 

 

  

ABC 産業(株) DEF 工業(株) 
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《例４》 

XYZ 産業は全社で ISO9001 を取得しています。 

認証範囲は「通信機器の設計・開発及び製造、照明器具製品の販売」です。 

認証範囲外の活動として人材派遣サービスを提供しています。 

 

（例 4-1【OK】） 

 

 

（例 4-2【OK】） 

 

認証範囲内の要員の名刺裏面に、認証範囲外の製品及びサービスが記載されている場合は、 

名刺表面の登録マーク・認定シンボルのそばに認証範囲を併記する（例 4-1）か、 

名刺裏面に認証範囲内または認証範囲外の識別が分かる注釈を記載する（例 4-2）ことで使用できます。 

 
通信機器の設計・開発及び製造 

証明器具製品の販売 


